
【参考資料】 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算

定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 

 （平成 24年３月 30 日障発 0330 第 16 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

  

児童発達支援 

２(1)①(七)オ 報酬区分の導入当初の措置として、平成30年３月31日時点において現に存

する事業所にあっては、平成30年４月１日時点の在籍者数（契約者数）に占める小学校就

学前の障害児の割合により報酬区分を判定すること。また、導入後３月経過後は、３月に

おける障害児の延べ利用人数により算出すること。  

 

区 分 割 合  制度導入時の計算  

 

 

 

３月経過後の計算 

区分 1 70％以上  

小学校就学前の障害児数 

    ÷ 
平成 30 年４月１日時点の

在籍者数（契約者数） 

 

4 月～6 月における小学校就学

前の障害児の延べ利用人数 

÷ 

 4月～6月における障害児の 

延べ利用人数 

区分２ 70％未満  

 

 

放課後等デイサービス 

２(3)①(五)オ 報酬区分の導入当初の措置として、平成30年３月31日時点において現に存

する事業所にあっては、平成30年４月１日時点の在籍者数（契約者数）に占める指標該当

児の割合により報酬区分を判定すること。また、導入後３月経過後は、３月における障害

児の延べ利用人数により算出すること。 

 

区分 サービス提供時間等 指標該当児

の割合 

 制度導入時 

の計算 

 

 

 

 

３月経過後 

の計算 

区分１の１ 授業 

終了後 

3時間以上  

50％以上 

 

指標該当児の数 

÷ 
平成 30年４月１

日時点の在籍児

数（契約者数） 

 

4 月～6 月におけ

る指標該当児の延

べ利用人数 

 ÷ 
4 月～6 月における

障害児の延べ利用人

数 

区分１の２ 3時間未満  

区分１ 休 業 日  

区分２の１ 授業 

終了後 

3時間以上  

50％未満 

 

区分２の２ 3時間未満  

区分２ 休 業 日  

 


